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帰宅困難者対策 
「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」及び、 
「一時滞在施設運営ガイドライン」の作成について 

福岡市では、大規模地震等の発生に伴う帰宅困難者対策は、「都市再生特別措置法」に
基づき、平成28年３月に策定した「天神・博多駅周辺地区都市再生安全確保計画」によ
り、発災時における滞留者・来訪者の安全・安心を確保するため、「一時滞在施設（退避
施設）等の確保」「避難誘導・徒歩帰宅者の支援」など５つの重点項目を掲げ、官民で役
割分担を定め、連携して取り組むこととしております。 
今回、この取り組みを具体化するため、下記のとおり２つのガイドラインを作成しまし

たのでお知らせします。 
なお、２つのガイドラインについては、下記３のとおり市ホームページに掲載します。 

１ 「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」 
（１）内容

大規模地震等発生時の「一斉帰宅抑制の基本原則」の周知徹底を図るため、事
業者が具体に取り組むべき内容をとりまとめた手順書。 

（２）対象
福岡市内都心部の各事業所

（３）一斉帰宅抑制の啓発チラシ
別添のとおり

２ 「一時滞在施設運営ガイドライン」 
（１）内容

共助の取組みとして、帰宅困難者が安全に帰宅開始できるまでの間、民間ビル
等の施設管理者が施設屋内のエントランスホール等に帰宅困難者を一時的に受け
入れる「一時滞在施設」の運営を行うにあたって、事前に各施設で運営マニュア
ルを作成しておくための手順書。

（２）対象
対象は、福岡市と「災害時における施設等の提供協力に関する協定」※を締結

した民間の施設管理者等。 
    （※発災時に帰宅困難者を自施設に一時的に受け入れる協定） 

３ 市ホームページ（令和４年３月３０日（水）15時 公開） 
  https://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/hinanmain.html 
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